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４． 調査結果集計表 

調査先基本情報 

○ 調査対象：三重県内の病院 93施設 

○ 調査回収数： 69施設  （回収率 74.2%) 

 
○ 二次保健医療圏別の回答施設数      

 【集計表 1】二次保健医療圏別の回答施設数     

 区分 施設数 割合     

 北勢 29 42.0%    

 中勢伊賀 24 34.8%    

 南勢志摩 13 18.8%    

 東紀州 3 4.4%    

 合 計 69 100.0%    

       

○ 許可病床数別の回答施設数      

 【集計表 2】許可病床数別の回答施設数    

 病床許可数 施設数 割合    

 100床未満 21 30.4%    

 100～199 床 13 18.8%    

 200～299 床 17 24.6%    

 300～399 床 8 11.6%    

 400～499 床 7 10.1%    

 500～599 床 1 1.5%    

 600床以上 2 2.9%    

 合 計 69 100.0%    

       

○ 病床種別の回答施設数      

 【集計表 3】病床種別の回答施設数      

 病床種別 施設数 割合    

 一般 25 36.2%    

 一般・療養 17 24.6%    

 一般・療養・感染 1 1.5%    

 一般・感染 3 4.4%    

 一般・感染・結核 0 0.0%    

 一般・感染・精神 2 2.9%    

 一般・結核 1 1.5%    

 一般・精神 2 2.9%    

 療養 9 13.0%    

 療養・精神 1 1.5%    

 精神 8 11.6%    

 合 計 69 100.0%    

 
設問 1．正規雇用看護職員および新卒看護職員の離職率 

【集計表 4】看護職員の離職率 

  
  

①該当者人数 
①のうち、有料職業紹介

所からの紹介人数 

令和 3年 4月 1 日時点の在籍正規雇用看護職員数 9,658 - 

令和 3年度の新卒採用者数 670 5 

うち、年度末までに退職した新卒採用者数 44 - 

令和 3年度の既卒採用者数 346 84 

うち、年度末までに退職した既卒採用者数 46 - 

令和 3年度の総退職者数 978 - 

うち、令和 3年度の定年退職者数 82 - 

正規雇用看護職員離職率 10.11%   

新卒看護職員離職率 6.57%   
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設問 2．令和 3 年度の正規雇用看護職員の退職理由別人数 

【集計表 5】令和 3 年度の正規雇用看護職員の退職理由別人数                                【表 5-②】「14.定年」の退職後の状況 

  新卒 新卒以外    人数 割合 

  退職者数(人） 割合 退職者数(人） 割合   自施設で看護職員として勤務 38 46.3% 

令和 3年度の正規雇用看護職員の退職者数 44 100.0% 934 100.0%   他施設で看護職員として勤務 12 14.6% 

1.他の医療機関への転職 9 20.5% 237 25.4%   看護職員として勤務しない 22 26.8% 

2.結婚 2 4.6% 90 9.6%   不明・その他 10 12.2% 

3.出産・育児 0 0.0% 36 3.9%   合 計 82 100.0% 

4.子どものため(就学生以上） 0 0.0% 27 2.9%         

5.進学 1 2.3% 7 0.8%         

6.転勤・転居 2 4.6% 114 12.2%         

7.家族の健康・介護の問題 0 0.0% 44 4.7%         

8.本人の身体的健康理由 6 13.6% 76 8.1%         

9.本人の精神的健康理由 14 31.8% 49 5.3%         

10.他の職種への転職 3 6.8% 41 4.4%         

11.看護内容への不満 2 4.6% 7 0.8%         

12.労働条件への不満 0 0.0% 13 1.4%         

13.人間関係 1 2.3% 18 1.9%         

14.定年 - - 82 8.8%         

15.その他 4 9.1% 93 10.0%         

                  

〔その他の理由（新卒）〕                 

・ 不適応   2   ・ 看護師になりたかったわけではないから 1  

・ 家事育児と仕事の両立困難   1            

                 

〔その他の理由(新卒以外）〕                

・ 一身上の都合・私事都合   28   ・ 県外移動制限と訪問看護へ転職 1  

・ 不適応   7   ・ 介護   1  

・ 妊活、通勤困難、定年前   5   ・ 夫の反対   1  

・ 定年後の退職   4   ・ 孫の子守   1  

・ 帰郷・実家に帰る   4   ・ 師長が負担   1  

・ 再任用から臨時職員へ採用区分変更   4   ・ 妊活   1  

・ 通勤に時間を要す・通勤距離が長いため 3   ・ 部署管理者への不満・不信感 1  

・ 夫や家業の手伝い   2   ・ 無断欠勤   1  

・ 年齢の限界・高齢   2   ・ 関連施設へ転勤  1  

・ 死亡   2   ・ 臨時職員で当院に勤務 1  

・ 気力減退   2   ・ 看護教員希望   1  

・ 語学留学   2   ・ 不明   16  

・ 他の勉強がしたい   1            

 

設問 3． 「多様な勤務形態」 の導入状況 

【集計表 6】「多様な勤務形態」の導入状況（複数回答） 

取組内容 
導入している 現在検討中 検討予定なし 

回答施設数 
   

件数 割合 件数 割合 件数 割合    

週または月のうちの勤務日数を減らすことができる 26 38.8% 5 7.5% 36 53.7% 67    

1日のうちの勤務時間数が選択できる 26 37.7% 2 2.9% 41 59.4% 69    

フレックスタイム制 10 14.7% 1 1.5% 57 83.8% 68    

2交代・3 交代が選択できる 17 24.6% 2 2.9% 50 72.5% 69    

夜勤専従 38 55.1% 10 14.5% 21 30.4% 69    

その他 9 90.0% 1 10.0% 0 0.0% 10    

           

〔その他の内容〕           

・ 小学校就業前までの勤務時間短縮 2  ・ 子供が、小学校就業後も本人の希望により、30 分の時差勤務をしている。 1 

・ 子の小学校、1年、2年、3 年時の勤務時間短縮 1  ・ 個人にあわせた勤務時間を作っている   1 

・ 小学校 3年生を終了するまで勤務時間短縮制度あり 1  ・ 日勤常勤      1 

・ 時短制度利用の職員が日によって 6h～7.5h を選択可能 1  ・ 準社員制度      1 

・ 1日のうち日勤の勤務時間帯を選択できる勤務形態 1          

 

設問 4．看護補助者活用のための取組み状況 

【集計表 7】看護補助者活用のための取組み状況（複数回答）  

取組内容 
行なっている 現在検討中 検討予定なし 

回答施設数 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 

看護補助者の役割が明確になっている 65 94.2% 3 4.4% 1 1.5% 69 

看護補助者の業務基準がある 60 87.0% 7 10.1% 2 2.9% 69 

看護補助者の業務基準の見直しを 1 回／年 行なっている 52 75.4% 13 18.8% 4 5.8% 69 

看護補助者の研修を開催している 62 89.9% 5 7.3% 2 2.9% 69 

その他 2 - 0 0.0%     2 
        

〔その他の内容〕        

・ SQ研修導入して自由に勉強        
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設問 5．看護部門の状況 

（1） 看護部長の裁量や権限等 

【集計表 8】看護部長の裁量や権限等（複数回答）  

  
  
  
  

はい いいえ 無回答 
回答施設数 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①病院経営への参画 

病院経営会議の正式メンバーである 47 68.1% 21 30.4% 1 1.5% 69 

病院全体の予算収支の決定に関与している 29 42.0% 39 56.5% 1 1.5% 69 

病院の経営の方針の決定に関与している 45 65.2% 23 33.3% 1 1.5% 69 

②人事権 

看護職員の採用人数を決定できる 42 60.9% 26 37.7% 1 1.5% 69 

職務権限規程に看護職員の人事権に関する権限が記載さ
れている 

30 43.5% 36 52.2% 3 4.4% 69 

③看護部の予算 

看護部（看護職員のため）の予算が確保されている 35 50.7% 33 47.8% 1 1.5% 69 

看護部（看護職員のため）の予算について経営者等と折
衝を行うことができる 

56 81.2% 12 17.4% 1 1.5% 69 

 

（2） 看護部長が修了している認定看護管理者教育課程 

【集計表 9】看護部長が修了している認定看護管理者教育課程（複数回答）   

    件数 割合 回答施設数 

ファーストレベル   27 48.2% 56 

セカンドレベル   26 46.4% 56 

サードレベル   25 44.6% 56 

看護系大学院（看護管理専攻）修了・修士号 3 5.4% 56 

大学院（管理に関連する学問領域）修了・修士号 2 3.6% 56 

その他の管理に関する系統的教育 2 3.6% 56 
     

〔「その他の管理に関する系統的教育」の記載内容〕    

・ 指導者研修 国立系の婦長研修 1   

・ 全日本病院協会看護部門長研修 1   

 

設問 6．特定行為に係る看護師の研修制度 

（1）  「特定行為に係る看護師の研修」 （特定行為研修） 修了者数とその特定行為区分 

【集計表 10】「特定行為に係る看護師の研修」（特定行為研修）修了者数     

修了者数 件数 割合 

0人 56 81.2% 

1人 4 5.8% 

2人 5 7.3% 

4人 2 2.9% 

6人 1 1.5% 

無回答 1 1.5% 

合 計 69 100.0% 

 

【集計表 11】「特定行為に係る看護師の研修」（特定行為研修）修了者の特定行為区分（複数回答）  

回答施設数=12 

特定行為区分 人数 

呼吸器（気道確保に係るもの）関連 6 

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 9 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 4 

循環器関連 2 

心嚢ドレーン管理関連 1 

胸腔ドレーン管理関連 2 

腹腔ドレーン管理関連 2 

ろう孔管理関連 2 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連 6 

栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連 5 

創傷管理関連 5 

創部ドレーン管理関連 2 

動脈血液ガス分析関連 6 

透析管理関連 2 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 12 

感染に係る薬剤投与関連 3 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 5 

術後疼痛管理関連 4 

循環動態に係る薬剤投与関連 7 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 3 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 1 
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（2） 特定行為研修への派遣予定 

【集計表 12】特定行為研修への派遣予定（複数回答） 

    件数 割合 回答施設数 

今年度の予定がある 13 18.8% 69 

来年度の予定がある 10 14.5% 69 

検討中   8 11.6% 69 

ない   43 62.3% 69 

 

【集計表 13】特定行為研修への派遣予定人数 

  今年度の予定人数 来年度の予定人数 

  件数 割合 件数 割合 

1人 10 76.9% 8 80.0% 

2人 3 23.1% 1 10.0% 

3人 0 0.0% 1 10.0% 

合 計 13 100.0% 10 100.0% 

 

【集計表 14】特定行為研修への派遣予定者（複数回答） 

      件数 割合 回答施設数 

専門看護師   0 0.0% 26 

認定看護師   13 50.0% 26 

経験 5年目以上の看護師 14 53.9% 26 

その他     4 15.4% 26 

検討中     2 7.7% 26 
      

 〔「その他」の記載内容〕   

 ・ 認定看護教育課程 B課程を受講・受講予定 2 
 ・ 認定看護師教育課程に付属する研修 1 
 ・ 認定看護師教育課程（B 課程）「感染管理」 1 

 

設問 7． 「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」 *による夜勤・交代制勤務編成への 

取組み状況 （*公益社団法人日本看護協会発行） 

【集計表 15】「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」*による夜勤・交代制勤務編成への取組み状況 

基準 
導入している 検討中 検討の予定なし 

回答施設数 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 

勤務と勤務の間隔は 11時間以上あけている 55 79.7% 10 14.5% 4 5.8% 69 

勤務の拘束時間は 13時間以内としている 17 24.6% 16 23.2% 36 52.2% 69 

夜勤回数は、3 交代制勤務は月 8 回以内を基本とし、それ以外の交代制勤務は
労働時間などに応じた回数としている 

50 72.5% 12 17.4% 7 10.1% 69 

夜勤の連続回数は、2連続(2 回)までとしている 65 94.2% 1 1.5% 3 4.4% 69 

連続勤務日数は、5 日以内としている 52 75.4% 11 15.9% 6 8.7% 69 

休憩時間は、夜勤の途中で 1 時間以上、日勤時は労働時間の長さと労働負荷に
応じた時間数を確保している 

66 95.7% 2 2.9% 1 1.5% 69 

夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定している 54 78.3% 8 11.6% 7 10.1% 69 

夜勤後の休息について、2 回以上連続夜勤後にはおおむね 48 時間以上を確保し
ている。1回の夜勤後についてもおおむね 24時間以上を確保している 

45 65.2% 17 24.6% 7 10.1% 69 

少なくとも 1 ヶ月に 1 回は土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日を作ってい
る 

40 58.0% 20 29.0% 9 13.0% 69 

交代の方向は正循環の交代周期としている 41 61.2% 12 17.9% 14 20.9% 67 

夜勤・交代制勤務者の早出の始業時間は 7時より前をさけている 53 77.9% 6 8.8% 9 13.2% 68 

 

設問 8．一般病棟における夜勤の実態 

（1） 一般病棟 看護職員 （非管理職・非夜勤専従） 1 人あたりの夜勤時間数の分布 （令和 3 年 7 月） 

【集計表 16】一般病棟 看護職員（非管理職・非夜勤専従）の 1人あたりの夜勤時間数の分布 

回答施設数＝51 

夜勤時間 合計（人数） 割合 

16時間未満 768 15.5% 

16.0～72 時間 2,395 48.4% 

72.1～144時間 1,779 35.9% 

144.1 時間以上 11 0.2% 

合 計 4,953 100.0% 
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（2） 一般病棟 看護職員 （非管理職・非夜勤専従・夜勤 16 時間以上） の 1 人あたりの平均夜勤回数 （令和 4 年 7 月） 

【集計表 17】一般病棟 看護職員（非管理職・非夜勤専従・夜勤 16 時間以上）の 1人あたりの平均夜勤回数 

回数 
3交代平均夜勤回数 2交代平均夜勤回数 

件数 割合 件数 割合 

 1～2回未満 0 0.0% 1 2.3% 

 2～3回未満 1 4.6% 0 0.0% 

 3～4回未満 0 0.0% 3 7.0% 

 4～5回未満 1 4.6% 16 37.2% 

 5～6回未満 0 0.0% 11 25.6% 

 6～7回未満 0 0.0% 4 9.3% 

 7～8回未満 6 27.3% 3 7.0% 

 8～9回未満 6 27.3% 2 4.7% 

 9～10回未満 7 31.8% 0 0.0% 

 10回以上 1 4.6% 3 7.0% 

合 計 22 100.0% 43 100.0% 

平均夜勤回数 7.9回 5.7 回 

夜勤に従事する看護職員数 総数     1,070 総数     2,832 

※平均夜勤回数・看護職員数の両方に回答のあった施設のみ集計   

 

（3） 一般病棟 看護職員の夜勤手当 

【集計表 18】一般病棟 看護職員の夜勤手当（複数回答） 

回答施設数=51 

夜勤の種類 件数 平均金額（円） 最低金額（円） 最高金額（円）  

1．3交代制 準夜勤 24 4706.3 3,000 9,000  

2．3交代制 深夜勤 25 5656.0 3,450 14,350  

3．2交代制 夜勤 40 11178.5 3,300 20,000  

4．変則 3 交代制夜勤 1 4000.0 4,000 4,000  

5．変則 2 交代制夜勤 7 9350.0 7,300 13,500  

6．当直（非管理職） 15 7913.3 4,000 12,200  

7．夜勤手当が定額で定められ
ていない 

1 - - -  

*金額に幅がある回答は高い方の金額で集計     

      

〔「7．夜勤手当が定額で定められていない」の記載内容〕    

・ 22時～5時に勤務する場合、1 時間当たり 100分の 25 の深夜割増手当と 1 時間当たり 520 円～580 円の手当あり 

 

設問 9．令和 3 年度の正規雇用看護職員の年次有給休暇取得率 

【集計表 19】正規雇用看護職員の年次有給休暇取得率 

取得率 件数 割合 

0.0% 0 0.0% 

0.1～10％ 1 1.5% 

10.1～20％ 2 2.9% 

20.1～30％ 1 1.5% 

30.1～40％ 5 7.3% 

40.1～50％ 13 18.8% 

50.1～60％ 12 17.4% 

60.1～70％ 11 15.9% 

70.1～80％ 9 13.0% 

80.1～90％ 7 10.1% 

90.1～99.9％ 1 1.5% 

100.0% 1 1.5% 

無回答 6 8.7% 

合 計 69 100.0% 

 

－ 22 －



6 
 

設問 10．令和 3 年度育児休業の取得状況 

【集計表 20】育児休業取得の有無（女性）                    【集計表 21】育児休業取得の有無（男性） 

 件数 割合   件数 割合 

取得あり 58 100.0%  取得あり 12 52.2% 

取得なし 0 0.0%  取得なし 11 47.8% 

合 計 58 100.0%  合 計 23 100.0% 

 

【集計表 22】令和 3 年度育児休業取得率（女性） 

取得率 件数 割合  取得率 件数 割合 

0.0% 0 0.0%  0.0% 0 0.0% 

0.1～10％ 0 0.0%  0.1～10％ 0 0.0% 

10.1～20％ 0 0.0%  10.1～20％ 0 0.0% 

20.1～30％ 0 0.0%  20.1～30％ 0 0.0% 

30.1～40％ 1 1.7%  30.1～40％ 1 1.7% 

40.1～50％ 0 0.0%  40.1～50％ 0 0.0% 

50.1～60％ 0 0.0%  50.1～60％ 0 0.0% 

60.1～70％ 0 0.0%  60.1～70％ 0 0.0% 

70.1～80％ 0 0.0%  70.1～80％ 0 0.0% 

80.1～90％ 0 0.0%  80.1～90％ 0 0.0% 

90.1～99.9％ 1 1.7%  90.1～99.9％ 1 1.7% 

100.0% 56 96.6%  100.0% 56 96.6% 

合 計 58 100.0%  合 計 58 100.0% 

 

設問 11．令和 3 年度 「子の看護休暇」、 「介護休暇」、 「介護休業」 の取得状況 

【集計表 24】「子の看護休暇」取得人数        【集計表 25】「介護休暇」取得人数          【集計表 26】「介護休業」取得人数 

取得人数 件数 割合  取得人数 件数 割合  取得人数 件数 割合 

0人 42 60.9%  0人 47 68.1%  0人 58 84.1% 

1～5人 10 14.5%  1人 11 15.9%  1人 6 8.7% 

6～10人 1 1.5%  2人 3 4.4%  2人 2 2.9% 

11～15人 5 7.3%  3人 2 2.9%  無回答 3 4.4% 

16～20人 3 4.4%  4人 0 0.0%  合 計 69 100.0% 

21～25人 1 1.5%  5人 0 0.0%     

26～30人 1 1.5%  6人 1 1.5%     

31～35人 1 1.5%  7人 0 0.0%     

36～40人 0 0.0%  8人 0 0.0%     

41～45人 0 0.0%  9人 1 1.5%     

46～50人 1 1.5%  10人以上 1 1.5%     

51～55人 0 0.0%  無回答 3 4.4%     

56～60人 0 0.0%  合 計 69 100.0%     

61～65人 0 0.0%         

66～70人 1 1.5%         

71～75人 1 1.5%         

無回答 2 2.9%         

合 計 69 100.0%         

 

設問 12．「看護師等の届出制度」 についての対応 

【集計表 27】「看護師等の届出制度」についての対応 

対応 合計 割合 

制度の説明を行い、届出は本人にまかせている 35 50.7% 

制度の説明を行い、病院で代行届を行っている 23 33.3% 

何もしていない 8 11.6% 

無回答 3 4.4% 

合 計 69 100.0% 

 

設問 13．暴力・ハラスメントへの組織的な取組み状況 

【集計表 28】（1）患者や家族等からの暴力・ハラスメントへの組織的な取組み状況 

組織的な取り組み 
1.講じている 2.準備中 3.検討予定なし 

回答施設数 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①暴力・ハラスメントに対する病院としての基本方針の明確化 50 73.5% 14 20.6% 4 5.9% 68 

②暴力・ハラスメントが確認された場合の対処方針・内容の就業規則等での規
定 

46 67.7% 15 22.1% 7 10.3% 68 

③暴力・ハラスメントに関する基本方針・対処方法・内容の職員への周知・啓
発 

53 77.9% 11 16.2% 4 5.9% 68 

④暴力・ハラスメントへの相談対応等の取り組み 55 80.9% 11 16.2% 2 2.9% 68 

⑤暴力・ハラスメントに対する事後の迅速・適切な対応等の実施 52 76.5% 14 20.6% 2 2.9% 68 

⑥暴力・ハラスメント発生要因の解消のための職場環境の改善の取り組み 49 72.1% 16 23.5% 3 4.4% 68 
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【集計表 29】（2）職員間の暴力・ハラスメントへの組織的な取組み状況 

組織的な取り組み 
1.講じている 2.準備中 3.検討予定なし 

回答施設数 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①暴力・ハラスメントに対する病院としての基本方針の明確化 57 83.8% 9 13.2% 2 2.9% 68 

②暴力・ハラスメントが確認された場合の対処方針・内容の就業規則等での規
定 

54 79.4% 11 16.2% 3 4.4% 68 

③暴力・ハラスメントに関する基本方針・対処方法・内容の職員への周知・啓
発 

60 88.2% 6 8.8% 2 2.9% 68 

④暴力・ハラスメントへの相談対応等の取り組み 61 89.7% 5 7.4% 2 2.9% 68 

⑤暴力・ハラスメントに対する事後の迅速・適切な対応等の実施 56 82.4% 10 14.7% 2 2.9% 68 

⑥暴力・ハラスメント発生要因の解消のための職場環境の改善の取り組み 55 80.9% 11 16.2% 2 2.9% 68 

 

設問 14．「働き方改革推進法」 の成立に伴う労働時間管理の準備状況 

【集計表 30】労働時間管理の準備状況 

  
1.対応済み 2.対応を準備中 3.検討中 4.未着手 5.わからない 

回答施設数 
件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①時間外労働の罰則付き上限規制の新設 28 41.2% 4 5.9% 12 17.7% 18 26.5% 6 8.8% 68 

②勤務間インターバル確保の努力義務化 37 54.4% 10 14.7% 12 17.7% 7 10.3% 2 2.9% 68 

③年次有給休暇年間５日間の取得義務付け 65 95.6% 1 1.5% 1 1.5% 0 0.0% 1 1.5% 68 

 

【集計表 31】勤務間インターバル確保の院内ルール化の状況（複数回答） 

  件数 割合 回答施設数    

1.就業規則または就業規則細則 12 25.5% 47    

2.労使協定・労働協約 2 4.3% 47    

3.看護部門の勤務計画表作成基準等 35 74.5% 47    

4.その他 3 6.4% 47    

       

〔「その他」の内容〕       

・ 医師及び看護職員等負担軽減対策委員会で検討     1 

・ 各師長に周知されており勤務計画作成時にルールとしているが、明文化はされていない。 1 

 

設問 15．60 歳以上の看護職員の人材活用 

（1） 定年年齢 

【集計表 32】定年年齢 

年齢 件数 割合 

60歳 59 85.5% 

62歳 1 1.5% 

63歳 2 2.9% 

65歳 5 7.3% 

無回答 2 2.9% 

合 計 69 100.0% 

 

（2） 60 歳以上 65 歳までの雇用確保措置 

【集計表 33】60 歳以上 65歳までの雇用確保措置（複数回答） 

  件数 割合 回答施設数 

1.定年を 60歳超に設定 6 9.0% 67 

2.65 歳以上までの継続雇用制度を導入 60 89.6% 67 

3.定年の廃止 1 1.5% 67 

4.いずれも行っていない 5 7.5% 67 

 

【集計表 33－②】「65歳以上までの継続雇用制度」の上限年齢 

年齢 件数 割合      

65歳 30 50.0%  〔「その他」の内容〕   

66歳 1 1.7%  ・ 再任用は 65 才まで、非常勤・嘱託は制限なし 

70歳 8 13.3%  ・ 65 歳まで再任用   

75歳 3 5.0%      

80歳 2 3.3%      

上限なし・規定なし 9 15.0%      

その他 2 3.3%      

無回答 5 8.3%      

合 計 60 100.0%      
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（3） 60 歳までと比較した、60 歳以上の処遇等 

【集計表 34】60 歳以上看護職員の処遇等 ①賃金水準 

賃金水準 件数 割合  

1.据え置き（その後昇給なし） 13 18.8%  

2.（  割）程度に引き下げ 51 73.9%  

3.その後も昇給あり 1 1.5%  

無回答 4 5.8%  

合 計 69 100.0%  

※「2.（  ）引き下げ」の（  ）に記載された割合は表 34-②参照 

 

【集計表 34－②】60 歳以上看護職員の処遇等 ②賃金水準（引き下げ割合） 

引き下げ割合 件数 割合    

5割 4 7.8%  〔「その他」の内容〕 

6割 13 25.5%  ・ 23 万円（固定） 

7割 13 25.5%  ・ 18 万円（固定） 

8割 11 21.6%  ・ 1職務  

8.5割 1 2.0%    

9割 2 3.9%    

不明 1 2.0%    

その他 3 5.9%    

無回答 3 5.9%    

合 計 51 100.0%    

※回答の内、幅がある数字を記載した 2 件は、中央値を算出し、件数に含めた。 

 

【集計表 35】60 歳以上看護職の処遇等 ②短時間勤務 

短時間勤務 件数 割合 

1.選択できる 48 71.6% 

2.選択できない 19 28.4% 

合 計 67 100.0% 

 

【集計表 36】60 歳以上看護職の処遇等 ③夜勤免除又は回数減 

夜勤免除又は回数減 件数 割合 

1.選択できる 50 74.6% 

2.選択できない 17 25.4% 

合 計 67 100.0% 

 

（3） 60 歳以上看護職員の主な従事業務 

【集計表 37】60 歳以上看護職員の主な従事業務（複数回答） 

従事している業務 件数 割合 回答施設数     

1.病棟スタッフ 54 79.4% 68 〔「その他」の内容〕    

2.外来スタッフ 51 75.0% 68   ・関連施設へ支援 1 ・訪看スタッフ 1 

3.看護管理者 21 30.9% 68   ・入院プロファイルの事前入力 1 ・通園 1 

4.看護職員の教育・指導担当 8 11.8% 68   ・管理業務の補助・中央手術部スタッフ 1 ・老健スタッフ 1 

5.看護職員のメンタル相談業務 2 2.9% 68   ・感染管理認定看護と手術室勤務 1   

6.入院患者や家族に対する相談業務 12 17.7% 68      

7.関連施設や事業所への配置転換・出向 6 8.8% 68     

8.その他 8 11.8% 68      

 

(4) 定年退職後の雇用 

【集計表 38】他施設を定年退職した看護職の雇用 

他施設を定年退職した看護職も雇用可能である 件数 割合 

1.はい 37 55.2% 

2.いいえ 30 44.8% 

合 計 67 100.0% 

 

 

※（留意）小数以下第２位を四捨五入しているため、数値が合わないところがあります。 
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令和4年（2022年）度　版

記入日： 月　　日

＊ 該当する選択肢に○印をつけるか、□や（　　）に該当する内容をご記入ください。

＊ 特に指定のない場合は、令和4年（2022年）7月1日の状況をご回答ください。

Ⅰ．貴施設についてお伺いします。該当する番号等を回答欄にご記入ください。

１．許可病床数（休床中の病床数を含む） 床

２．病床種別：貴院の病床種別について全て選んでください。

①一般 ②療養 ③感染 ④結核 ⑤精神

３．二次保健医療圏：貴院が設置されている医療圏を一つ選んでください。

①北勢 ②中勢伊賀 ③南勢志摩 ④東紀州

Ⅱ．看護職員の需要について以下の設問にお答えください。

設問１ 令和３年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）の正規雇用看護職員の採用・退職の状況についてお伺いします。

【注１】 看護職員とは、保健師・助産師・看護師・准看護師をさします。

【注２】 短時間勤務者含む正規雇用看護職員について、ご記入ください。（パート、アルバイト、嘱託等は含みません）

【注３】 該当者がない場合は、「０」をご記入ください。

人

人 人

A 人

人 人

人

B 人

C 人

設問２．令和３年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）の正規雇用看護職員の退職理由別人数等について、お伺いします。

【注１】令和3年4月1日から令和4年3月31日までの１年間に退職したすべての正規雇用看護職員について、ご記入ください。

【注２】『退職理由別内訳』欄は、主な理由となるものを一つお選びください。

【注３】 1～14以外の理由で退職された場合は、その理由を空欄へご記入ください。

1  他の医療機関への転職 人 人

2  結婚 人 人

3  出産・育児 人 人

4  子どものため（就学生以上） 人 人

5  進学 人 人

6  転勤・転居 人 人

7  家族の健康・介護の問題 人 人

8  本人の身体的健康理由 人 人

9  本人の精神的健康理由 人 人

10  他の職種への転職 人 人

11  看護内容への不満 人 人 　　「14.定年」の方の退職後についてお伺いします

12  労働条件への不満 人 人 人

13  人間関係 人 人 人

14  定年 C 人 人

15  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 人 人 人

16  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 人 人

A 人 D 人 人

*設問１と２で、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」がそれぞれ同じ数になっていることをご確認ください。

５．調 査 票

病院看護実態に関する調査票

令和４年

回答欄

回答欄

回答欄

２）令和3年度の新卒採用者数

３）うち、年度末までに退職した新卒採用者数

４）令和3年度の既卒採用者数　（新卒看護職員でない、看護職経験者）

①該当者人数
①のうち、有料職業
紹介所からの紹介人

１）令和3年4月1日時点の在籍正規雇用看護職員数
　（令和3年4月1日付の新規採用者を除いた人数をご記入ください）

退
職
者
理
由
別
内
訳

自施設で看護職員として勤務

他施設で看護職員として勤務

看護職員として勤務しない

不明・その他

合計 B＝A＋D　　　　

５）うち、年度末までに退職した既卒採用者数

６）令和3年度の総退職者数　（新卒、既卒、定年退職者含む）

７）うち、令和3年度の定年退職者数

新卒の
退職者数

新卒以外の
退職者数

1－ 26 －



設問３．「多様な勤務形態」の導入状況についてお伺いします。

【注】 下記の内容以外に取り組まれていることがあれば、その他へ具体的にご記入ください。　（例：小学校就業前までの勤務時間短縮など）

① 週または月のうちの勤務日数を減らす勤務形態

② １日のうちの勤務時間数が選択できる勤務形態

③ フレックスタイム制

④ 同一の病棟内においても２交代・３交代の選択ができる

⑤夜勤専従

⑥その他 

設問４．看護補助者についてお伺いします。

①看護補助者の役割が明確になっている

②看護補助者の業務基準がある

③看護補助者の業務基準の見直しを 1回／年 行なっている

④看護補助者の研修を開催している

⑤その他 

設問５．貴病院の看護部門や、看護部長ご自身のことについてお伺います。

（１）貴病院における看護部長の裁量や権限等についてお伺います。

　　 ①病院経営の参画について

ア．病院経営会議の正式メンバーである １．はい ２．いいえ

イ．病院全体の予算収支の決定に関与している １．はい ２．いいえ

ウ．病院の経営方針の決定に関与している １．はい ２．いいえ

②人事権について

ア．看護職員の採用人数を決定できる １．はい ２．いいえ

イ．職務権限規程に看護職員の人事権に関する権限が記載されている １．はい ２．いいえ

③看護部（看護職員のための）予算（例：採用費、教育・研修費、物品購入費等）について

ア．看護部（看護職員のため）の予算が確保されている １．はい ２．いいえ

イ．看護部（看護職員のため）の予算について経営者等と折衝を行うことができる １．はい ２．いいえ

（２）看護部長が修了している認定看護管理者教育課程、管理教育等について、あてはまるものすべてに〇をつけてください。

１．ファーストレベル ２．セカンドレベル ３．サードレベル

４．看護系大学院（看護管理専攻）修了・修士号 ５．大学院（管理に関連する学問領域）修了・修士号

６．その他の管理に関する系統的教育（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設問６．特定行為に係る看護師の研修制度についてお伺います。

（１）貴院の「特定行為に係る看護師の研修」（特定行為研修）修了者の人数とその特定行為区分をお伺いします。

①「特定行為に係る看護師の研修」修了者の人数 人 　　〔⇒②へ〕　

【特定行為区分】

（２）今年度、もしくは来年度、特定行為研修への派遣予定はありますか。ある場合は、人数をご記入ください。

１．今年度の予定がある　→（　　　　　）人〔⇒（３）へ〕　 ２．来年度の予定がある　　→　（　　　　　　　　）人　〔⇒（３）へ〕

３．検討中〔⇒（３）へ〕 ４．ない

（３）「設問６．（２）」で「１．今年度の予定がある」、「２．来年度の予定がある」、「３．検討中」と回答した方にお伺います。

特定行為研修へはどのような看護師を派遣することを考えていますか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。

１．専門看護師 ２．認定看護師 ３．経験5年以上の看護師

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ５．検討中

1 2 3

1 2 3

取　　　　　組　　　　　内　　　　　容
導入して

いる
現在
検討中

検討の
予定なし

1 2 3

取　　　　　組　　　　　内　　　　　容
行なって

いる
現在
検討中

検討の
予定なし

1 2 3

1 2 3

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

1 2 3

1 2 3

1 2

②①の方の特定行為区分を下記から選択し番号でご記入ください。

1 2 3

1 2 3

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 1 2

番号 特定行為区分の名称 番号 特定行為区分の名称 番号 特定行為区分の名称

1 呼吸器（気道確保に係るもの）関連 8 ろう孔管理関連 15 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

2 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 9
栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関

連
16 感染に係る薬剤投与関連

3 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 10
栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈

注射用カテーテル管理）関連
17 血糖コントロールに係る薬剤投与関連

4 循環器関連 11 創傷管理関連 18 術後疼痛管理関連

5 心嚢ドレーン管理関連 12 創部ドレーン管理関連 19 循環動態に係る薬剤投与関連

6 胸腔ドレーン管理関連 13 動脈血液ガス分析関連 20 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

7 腹腔ドレーン管理関連 14 透析管理関連 21 皮膚損傷に係る薬剤投与関連
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設問７．「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」（公益社団法人日本看護協会発行）による夜勤・交代勤務の勤務編成への取組について

　　お伺います。　該当する番号に○つけてください。

①勤務と勤務の間隔は11時間以上あけている

②勤務の拘束時間は13時間以内としている

④夜勤の連続回数は、2連続（2回）までとしている

⑤連続勤務日数は、5日以内としている

⑥休憩時間は、夜勤の途中で1時間以上、日勤時は労働時間の長さと労働負荷に応じた時間数を確保している

⑦夜勤の途中で連続した仮眠時間を設定している

⑨少なくとも1ヶ月に1回は土曜・日曜ともに前後に夜勤のない休日を作っている

⑩交代の方向は正循環の交代周期としている

⑪夜勤・交代制勤務者の早出の始業時間は7時より前をさけている

設問８．一般病棟における夜勤（パート等も含む）についてお伺います。（特定入院料の算定病棟・治療室は除きます。）

＊Ⅰ－２　「病床種別」で「一般」を選択された施設のみお答えください。

（１） 令和4年7月の、一般病棟の看護職員（非管理職）の1人あたり夜勤時間数の分布についてお伺います。

それぞれの時間数に該当する看護職員数をご記入ください。

【注１】 夜勤専従者は除いてご記入ください。

【注２】 該当者がいない場合は記入欄に「０」をご記入ください。

看護職員数 人 人 人 人

（２） 令和4年7月の一般病棟の看護職員（非管理職・常勤換算）１人あたり平均夜勤回数を小数点以下第１位まで ご記入ください。

また、一般病棟の看護職員数（非管理職・常勤換算）をご記入ください。

【注１】 看護師長を除いた看護職員を 非管理職 としてご記入ください。

【注２】 夜勤専従者、夜勤時間16時間未満の者は除いてご記入ください。

【注３】1か月の中で3交代と2交代が混在している者は除いてご記入ください。

①１人あたり平均夜勤回数（夜勤専従者、夜勤時間16時間未満の者は除く） 回 回

②看護職員数（夜勤専従者、夜勤時間16時間未満の者は除く） 人 人

（３） 一般病棟の看護職員の夜勤手当をご記入ください。

【注１】 夜勤割り増し分を除く定額分のみをご記入ください。管理職の当直などは除きます。

【注２】 夜勤手当が定額で定められていない場合は、現状をご記入ください。　（例：○時～○時で○○円の手当）

 １．３交代制　準夜勤　　〔　　　　　　円〕 ２．３交代制　深夜勤　〔　　　　　　円〕 ３．２交代制 夜勤　　〔　　　　　　円〕

 ４．変則３交代制夜勤　　〔　　　　　　円〕 ５．変則２交代制夜勤　〔　　　　　　円〕 ６．当直（非管理職） 〔　　　　　　円〕

 ７．夜勤手当が定額で定められていない〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

設問９．令和3年度の正規雇用看護職員の年次有給休暇の取得率についてお伺いします。

＊年次有給休暇取得率の計算方法 　年次有給休暇取得率＝総取得日数÷各人付与日数の合計（前年度からの繰り越し日数を含めない）×100

＊小数点以第1位までの数値をご記入ください。

． ％

設問１０．令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）の育児休業（育休）取得状況についてお伺いします。男女別にご記入ください。

＊「育休対象者」＝出産後1年未満で産後休暇中の者を除く

　　男性の「育休対象者」欄は配偶者が出産後1年未満で産後休暇中の者を除いた人数

＊「育休取得者」欄は、令和3年4月1日～令和4年3月31日の「育休対象者」のうち、育児休業を取得または取得申請をした者の数

人 人

人 人

取　　　　　組　　　　　内　　　　　容
導入して

いる
現在
検討中

検討の
予定なし

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

⑧夜勤後の休息について、2回以上連続夜勤後にはおおむね48時間以上を確保している。1回の夜勤後についても
おおむね24時間以上を確保している

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

16時間未満 16.0～72時間 72.1～144時間 144.1時間以上

1 2 3

1 2 3

⑫その他：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

女性

男性

３交代（変則含） ２交代（変則含）

育休対象者 育児休業取得者

③夜勤回数は、3交代制勤務は月8回以内を基本とし、それ以外の交代制勤務は労働時間などに応じた回数として
いる

3－ 28 －



設問１１．令和3年度の「子の看護休暇」、「介護休暇」、「介護休業」の取得状況についてお伺いします。

（１）「子の看護休暇」を取得された方の人数をご記入ください。0人の場合は、0とご記入ください。

人

（２）「介護休暇」を取得された方の人数をご記入ください。0人の場合は、0とご記入ください。

人

（３）「介護休業」を取得された方の人数をご記入ください。0人の場合は0とご記入ください。

人

設問１２．平成27年10月1日から努力義務となった「看護師等の届出制度」についてお伺います。

（１）貴病院を退職される看護職の人に対して、「看護師等の届出制度」についての対応について該当するもの一つに◯をつけてください。

１．制度の説明を行い、届出は本人にまかせている ２．制度の説明を行い、病院で代行届を行っている ３．何もしていない

設問１３．貴施設における暴力・ハラスメントへの対策についてお伺いします。

　＊令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※になりました。

※ 中小事業主は、2022年（令和4年）4月1日から義務化されました。

講じてい
る

準備中
検討
予定
なし

講じてい
る

準備中
検討
予定
なし

講じて
いる

準備中
検討
予定
なし

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

講じてい
る

準備中
検討
予定
なし

講じてい
る

準備中
検討
予定
なし

講じて
いる

準備中
検討
予定
なし

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

設問１４．「働き方改革推進法」の成立に伴い、労働時間管理に関する項目が平成31年4月に施行され、医療機関にも適用されます。このことに関してお伺いします。

（１）以下の項目についての貴施設の準備状況をお答えください。該当するもの一つに○をつけてください。

 １．就業規則または就業規則細則 ２．労使協定・労働協約

 ３．看護部門の勤務計画表作成基準等 ４．その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

設問１５．60歳以上の看護職員の人材活用についてお伺いします。

１．定年を60歳超に設定 ２．65歳以上までの継続雇用制度を導入→上限年齢（　　　）歳

  　 (定年退職後の雇用継続：非常勤職員・嘱託職員等含む）

３．定年の廃止 ４．いずれも行っていない

１．据え置き（その後昇給なし） 　２．（　　）割程度に引下げ 　３．その後も昇給あり

１．病棟スタッフ ２．外来スタッフ ３．看護管理者 ４．看護職員の教育・指導担当

５．看護職員のメンタル相談業務 ６．入院患者や家族に対する相談業務

７．関連施設や事業所への配置転換・出向 ８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①他施設を定年退職した看護職も雇用可能である １．はい ２．いいえ

＊ さしつかえなければ、病院名、担当者氏名、連絡先をご記入ください。記入内容について、問い合わせを行う場合に使用します。（外部に公表することはありません。）

病 院 名： 記入者氏名 ： 問合せ電話番号：

****************************************************************************************************************************************************

◎ご協力いただきありがとうございました。10月13日（木）までにご返送ください。 公益社団法人三重県看護協会（三重県ナースセンター）

②暴力・ハラスメントが確
認された場合の対処方針・
内容の就業規則等での規定

①暴力・ハラスメントに対す
る病院としての基本方針の明
確化

1.対応済み 2.対応を準備中 3.検討中 4.未着手 5.わからない

看護職員が受ける暴力、ハラスメントの対策として、（１）患者や家族等からの暴力・ハラスメント、（２）職員間の暴力・ハラスメントのそれぞれに対して、
①から⑥の組織的な取り組みについて、それぞれあてはまる番号一つに○をつけてください。

④暴力・ハラスメントへの相
談対応等の取り組み

⑤暴力・ハラスメントに対
する事後の迅速・適切な対
応等の実施

⑥暴力・ハラスメント発生
要因の解消のための職場環
境の改善の取り組み

（１）患者や家族等からの暴力・ハラスメント

（２）職員間の暴力・ハラスメント

（１）患者や家族等からの暴力・ハラスメント

（２）職員間の暴力・ハラスメント

③暴力・ハラスメントに関
する基本方針。対処方法・
内容の職員への周知・啓発

5

①時間外労働の罰則付き上限規制の新設 1 2 3 4

③年次有給休暇年間5日間の取得義務付け 1 2 3 4

（１）貴施設の定年年齢をご記入ください。

歳

③夜勤免除又は回数減
 （あてはまるものに一つに○）

１．選択できる 　２．選択できない

（４）60歳以上看護職員は、主にどのような業務に従事していますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。

（５）定年退職後の雇用について、あてはまるもの一つに○をつけてください。

（２）上記（１）の「②勤務間インターバル確保の努力義務化について、「1.対応済み」または「2．対応を準備中」と回答した方にお尋ねします。
　　　看護職員の勤務間インターバル確保はどのように院内ルール化されていますか（または、院内ルール化される予定ですか）。
　　　あてはまるもの全てに○をつけてください。

＊「高齢者雇用安定法」により、定年を定める場合は60歳以上とするとともに、65歳までの雇用の確保のため、「定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」
　「定年の廃止」のいずれかの措置（高齢者雇用確保措置）を実施する必要があります。

（２）看護職員について、60歳以上65歳までの雇用確保措置として何を実施していますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。
　　「1」または「2」に○をつけた場合は、定年年齢又は上限年齢を整数でお答えください。

（３）60歳までと比較した、60歳以上の看護職員の処遇等について、あてはまるものに○をつけてください。
　　　①賃金水準で「2」に○をつけた場合は、何割程度に引き下げとなるか（　　）に整数でお答えください。

①賃金水準（あてはまるものに全てに○）

②短時間勤務（あてはまるものに一つに○） １．選択できる 　２．選択できない

5

5

②勤務間インターバル確保の努力義務化 1 2 3 4
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